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最
聞
裁
判
所
は
、
裁
判
所
法
第
六
六

昭
和
四
七
年
度
司
法
修
習
生
採
用
選
考

一

１
１
』

ト

左
の
容
号
の
一
に
該
当
す
る
者
朧
、
選
考
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
．

１
司
法
談
験
法
屈
和
二
四
年
法
律
館
一
四
○
号
）
に
よ

る
司
法
賦
馳
雛
二
次
試
験
に
合
狢
し
た
者

２
箇
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
一
五
号
）
に
よ
る
商

等
試
験
司
法
科
試
験
に
合
棺
し
た
者

３
司
法
官
試
補
お
よ
び
弁
護
士
試
補
た
る
蜜
格
の
特
例
に

関
す
る
件
（
昭
和
二
○
年
法
律
蕊
二
八
号
）
に
定
め
る
錠

術
露
員
会
の
錐
衡
を
経
た
者

二
蕊
考
の
欠
稽
事
由

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
看
ば
、
選
考
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

１
日
本
の
国
維
を
有
し
な
い
渚

２
薙
鯛
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

３
禁
治
産
者
ま
た
嘘
準
禁
治
産
者

４
破
産
者
で
復
梅
を
縛
准
い
も
の

三
避
考
の
内
容
、
期
日
お
よ
び
場
所

１
内
容

ｅ
口
述
該
験
主
と
し
て
人
物
に
つ
い
て
面
接
に
よ
あ

考
査
を
行
な
う
。

昭
和
四
七
年
度
司
法
修
習
生
援
用
選
考
典
項

司
法
修
習
生
の
バ
ッ
ジ
制
定
（
媚
率
職
峰
郵
鑑
帳
産
）

従
来
、
司
法
修
習
生
Ｑ
ハ
ッ
ジ
は
、
裁
判
所
職
員
と
同
じ
も

の
を
つ
け
て
い
た
が
、
こ
の
ぼ
ど
「
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所

職
員
及
び
司
法
修
習
生
の
．
ハ
ッ
ジ
艇
関
す
る
規
程
」
と
い
う
ム

ズ
ヵ
シ
ィ
規
程
の
一
部
が
改
正
さ
れ
て
、
一
二
月
一
日
か
ら
司

法
惨
習
生
だ
け
は
図
の
よ
う
な
虚
ハ
ッ
ジ
を
つ
け
る
こ
と
に
蹴
っ

た
。
こ
れ
は
、
司
法
研
修
所
の
指
導
担
当
者
協
瀧
会
の
席
上
で
、

こ
れ
篭
で
の
バ
ツ
韮
シ
で
ば
、
検
察
庁
や
弁
護
士
会
で
修
習
す
る

楊
合
に
は
、
裁
判
所
の
職
員
ら
し
く
て
ま
ぎ
ら
わ
し
い
し
、
ま

た
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
て
法
廷
を
傍
聴
す
る
さ
い
な
ど
に
、
司

法
修
習
生
で
あ
る
こ
と
瀞
一
目
で
孝
か
為
態
う
な
零
ハ
ッ
ジ
を
も

う
け
て
肱
ど
う
か
と
い
う
意
見
顔
あ
っ
た
。
そ
こ
で
司
法
研
修

昭
和
四
七
年
度
司
法
修
習
生
採
用
選
考
要
頚

口

則
法
修
翻
生
の
今
ハ
ッ
ジ
制
定

『
条
の
規
定
に
越
づ
き
、

を
次
の
要
領
に
よ
っ
て

Ｉ
ｉ

○
身
体
検
迩
胸
部
疾
患
の
有
無
に
雷
煮
を
置
い
て
行

な
う
。

白
身
上
調
姦
選
考
を
受
け
う
る
資
猪
の
布
無
や
申
込

播
記
戦
率
頃
の
真
否
そ
の
他
に
つ
い
て

行
な
う
。

２
期
日
お
よ
び
場
所

吟
身
体
検
査
昭
和
四
六
年
二
月
一
六
日
（
火
）
お

よ
び
一
七
日
（
水
）

簸
高
裁
判
所

。
口
述
試
験
昭
和
四
六
年
二
月
一
八
日
（
木
）

司
法
研
修
所

な
お
、
避
考
の
期
日
お
よ
び
場
所
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
二
月
一
○
日
芦
』
ろ
ま
で
噂
選
考
申
込
者
に
対

し
、
ば
が
き
で
通
知
す
る
。

四
採
用
の
内
定
お
よ
び
発
令

Ｉ
採
用
の
内
定
昭
和
四
六
年
二
一
月
上
旬
以
降
に
採
用

を
内
定
し
、
各
内
定
者
に
は
書
面
で
通

知
す
る
。

な
端
、
不
操
用
者
に
嘘
そ
の
胃
を
通
知

す
る
。

行
救
う
。

一
選
考
を
受
け
る
饗
絡

所
で
は
、
修
習
生
、
教
官
、
職
員
か
ら
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
募
集

し
て
、
教
壱
且
云
綴
で
、
集
っ
た
デ
ザ
イ
ン
を
取
捨
選
択
し
、
さ

ら
に
画
家
や
工
芸
家
な
ど
の
専
門
的
な
意
見
を
加
え
て
出
来
上

っ
た
も
の
。

バ
ッ
ジ
の
形
は
、
鋸
記
休
の
Ｊ
を
モ
ジ
っ
て
、
し
か
も
裁
判

所
、
検
察
庁
、
弁
護
士
会
で
の
鯵
習
寒
意
味
す
る
よ
う
に
三
つ

の
部
分
に
分
け
、
上
の
部
分
は
紺
色
、
右
の
部
分
は
赤
色
、
下

の
部
分
は
白
と
配
色
し
、
昔
の
法
服
の
模
標
の
色
で
あ
る
裁
判

官
の
紫
、
検
事
の
赤
、
弁
護
士
の
白
の
色
わ
け
と
し
た
と
い
う

こ
と
。
童
た
一
方
で
ば
、
全
体
の
形
を
？
双
葉
に
熟
せ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
法
曹
の
卵
で
あ
る
司
法
修
習
生
を
あ
ら
、
わ
し
た
も

の
の
曲
。

＝
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｛
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＝
－

２
発
令
昭
和
四
七
年
四
月
上
旬

厳
狗
昭
和
四
七
年
四
月
以
降
に
お
い
て
大
学
等
（
大

学
院
を
含
む
●
）
に
在
学
す
る
看
護
た
は
官
公
庁
・
会
社

等
に
動
筋
す
お
者
は
採
荊
し
な
い
。

五
給
与
月
額
四
三
、
五
○
○
円

右
の
ほ
か
、
一
般
の
国
家
公
瀦
貝
の
例
に
な
ら
い
、
扶
蕊

手
当
、
調
駐
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
お
よ
び
寒
冷
地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。

六
選
考
申
込
方
法
等

１
申
込
方
法

申
込
番
頚
を
申
込
受
付
期
間
内
に
申
込
先
に
提
脳
す
る
。

郵
送
に
よ
る
申
込
み
の
場
合
繩
な
る
べ
く
番
留
郵
便

と
し
、
封
術
の
表
に
「
司
法
修
習
生
採
用
選
考
申
込
脅
頚

在
中
」
と
朱
帯
す
る
。
右
の
受
領
書
を
必
要
と
す
る
場
合

は
、
あ
て
先
お
よ
び
郵
便
瀞
号
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
一

五
円
切
手
ち
ょ
う
付
の
こ
と
。
）
を
同
封
す
る
。

２
申
込
受
付
期
間

昭
和
四
六
年
一
月
一
日
へ
金
）
か
ら
同
年
一
○
月
八
日

（
金
）
震
で
と
す
る
。

３
申
込
先

一

ｒ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

笹

御
最
於
学
校
の
成
縦
証
明
識
念
学
中
の
者
は
、
す
で

に
厭
修
し
た
単
位
の
成
縦
証
朋
書
）
一
通

な
鈴
、
大
学
院
も
し
く
は
専
攻
科
の
修
了
者
ま
た
は

こ
れ
ら
に
在
学
中
の
者
紘
、
大
学
院
も
し
く
は
専
攻
科

の
成
繊
証
則
書
の
ほ
か
学
部
の
成
績
証
明
響
を
も
あ
わ

せ
て
鍵
出
す
る
こ
と
。

細
写
其
へ
鰻
近
三
か
月
以
内
に
擬
影
し
た
手
札
判
の
も

の
と
し
、
所
定
の
用
級
に
ち
ょ
う
付
し
て
、
氏
名
姑
よ

び
撮
影
年
月
日
を
記
職
す
る
こ
と
。
）
一
紫

な
お
、
右
申
込
窪
類
の
う
ち
、
御
か
ら
櫛
ま
で
腱
掲
げ

る
も
の
に
つ
い
て
、
申
込
受
付
期
間
内
に
準
備
で
き
な
い

司
法
研
修
所
職
員
名
簿

所
長
判
事

民
事
裁
判
教
官
〃

″
″

″

″

″
″

司
法
研
修
所
職
員
名
鐙

昭
和
四
七
年
度
司
法
修
習
生
採
婦
選
考
要
項

（
昭
和
四
七
・
二
・
一
現
在
）

守
田
直
■
■
■

顧
宮
重
男

曲

石
川
義
夫

田
中
恒
朗

中
島
一
郎
・
■
。

Ｉ

ｌ
Ｉ

ｒ

と
き
腿
昭
和
四
六
年
一
○
月
二
一
日
垂
心
ま
で
に
提

出
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
こ
の
鴇
合
は
、
そ
の
旨
を

申
込
先
に
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
る
こ
と
。

５
申
込
蚕
用
紙
の
交
付

前
記
４
の
㈹
▽
員
お
よ
び
伽
に
揺
げ
る
申
込
書
Ａ
、
同

Ｂ
お
よ
び
写
真
ち
ょ
う
付
の
用
紙
は
、
申
込
先
に
お
い
て

昭
和
四
六
年
九
月
一
二
日
（
火
）
か
ら
交
付
す
る
。
右
用

紙
を
郵
便
で
諸
求
す
る
場
合
蝿
二
○
円
切
手
を
ち
ょ
う

付
し
あ
て
先
お
よ
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
剛
封
筒

を
同
封
す
る
こ
と
。

昭
和
四
六
年
九
月
二
○
日
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

簸
高
裁
判
所
凄
務
総
局
人
事
局
任
用
課
（
東
京
都
千
代

田
区
砿
が
関
一
丁
目
一
読
四
号
、
郵
便
番
号
一
○
○
番
、

枢
話
五
八
一
局
五
四
二
謡
内
線
二
二
三
〈
薪
）

４
申
込
書
類

申
込
象
に
あ
た
っ
て
は
、
左
に
掲
げ
る
簿
類
を
提
出
す

る
。
な
鞘
申
込
患
後
、
申
込
寄
類
の
記
戦
率
項
に
変
更

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
つ
ど
申
込
先
に
届
け
出
る
こ

０
好
一
○
日
申
込
書
Ａ
箭
定
の
用
紙
に
よ
る
。
）
二
通

○
申
込
害
Ｂ
（
所
定
の
朋
紙
に
よ
る
。
）
一
通

働
腫
歴
書
（
用
紙
は
丈
夫
な
洋
紙
と
し
、
篭
襲
た
ば

ペ
ン
で
必
ず
自
書
す
る
こ
と
。
様
式
朧
別
添
ひ
な
形
参

照
。
）
．
一
遍

卿
司
法
試
驍
第
二
次
試
験
、
高
等
蕊
験
司
法
科
試
験
ま

た
は
俄
衡
委
員
会
の
鮭
衡
の
合
絡
証
鍔
の
写
し
（
用
紙

は
半
紙
大
の
丈
夫
な
洋
紙
と
し
、
華
玄
た
は
ペ
ン
糖
き

も
し
く
は
複
写
侭
よ
る
こ
と
』
一
通

た
だ
し
、
本
年
度
の
司
法
試
験
第
二
次
賦
験
の
合
椅

者
朧
、
提
出
を
要
し
な
い
。

⑤
戸
籍
謄
本
一
通

－－
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六

胆
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民 、倹
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察

教〃
官 司

法
研
惟
所
職
員
名
綱

民
事
裁
判
教
官
判
事
海
老
塚
和
衛

″
″

武
藤
泰
光

″
″

飯
原
一
乗

″
″

藤
井
正
雄

″
″

上
谷
済

″
″

安
岡
種
彦

刑
事
裁
判
教
官
〃

吉
沢
潤
三

″
〃

嫉
脱
寿
雄

″
〃
西
川
潔

″
″

藤
野
博
雄

″
″

村
上
幸
太
郎

″
〃
隆
史
金

″
″

岡
田
光
了

″
″

小
瀬
保
郎

″
″

淵
瀬
慎
↓
郎

司
法
研
修
所
職
員
名
惣

灘〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃〃検〃〃〃 〃〃〃

士 蛎

形 》ロ
ｑ
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一

一

民
事
介
誰
教
官
護
士
加
島
宏
鯛
一
一

″
″

興
石
野
田
純
生
－
１

″
″

″
〃

州
和
保
太
郷
一
‐

刑
事
弁
護
教
官
〃

″
″

島
田
徳
郎
二
川
川
川
川
川
川
川

″
″

井
上
義
男

■

″
〃
日
野
久
三
郎

″
〃

高
木
茂
一
「
‐

″
〃
Ｊ
大
野
正
男
一
命
‐

″
″

工
藤
祐
正
一

″
″

野
島
良
男
一

″
″

手
代
木
進
一
一

″
″

大
山
忠
市

ｒ

事
務
局
長
判
事
革
楊
良
八

総
溺
課
畏
事
務
官
野
上
四
郎

町

辮
塵
誕
諏
嬬
〃
白
井
正
雄

″

螺
繰
軸
稚
郵
〃
田
中
実
男

）

可
１
１
１
■
■
日
ｉ
ｌ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
ｆ
０
Ｉ
ｌ
Ｈ
Ｉ
１
６
ｌ
０
２
Ⅱ
，
’
’
１
０
§
Ｒ
３
８
Ｐ
ｌ
Ｈ
Ｉ
９
’
１
８
津
ｌ
８
Ｂ
Ｕ
ｆ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
９
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ

←

■
■
■
１
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

″

企
画
係
長
〃

″

運
営
係
長
〃

資
料
課
長
〃

織
冥
蕊
補
露
〃

″

資
料
係
長
〃

″

教
材
第
一
係
長
〃

．
″

教
材
第
二
係
長
〃

″

図
番
係
長
〃

司
法
研
修
所
職
員
塙
徳

》
鯵
》

″

会
計
係
″

用
度
係
″

給
与
係

企
画
課

認
罐
蹄
誹
確
謎

〃

長長長長 司
法
研
惨
所
職
員
名
簿

聖〃 〃 〃 〃 〃 〃

関商梅宮山今小茂 登
倉
孝
箙

藤
木
武

原
田
洋
明

鈴
木
熟

日
向
野
穀

小

口木原域口井島木 林

肇

輝
雄

敏
彦

暗
遺弘

健
次
郎

左
門脹

寛
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五

一一

|総錘
五

期
へ

昭
四
六

採
計用
一

’
第
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司
法
研
悠
所
が
発
足
し
て
、
い
つ
し
か
四
年
宥
余
、
新
制
度
の
下
に
育
っ
た
新
進
法
律
実
聯
歌
も
、
一
、
二
、
三
期
を
合
せ
て
六
百

五
十
名
に
上
り
、
近
く
陽
春
三
月
に
嬉
四
期
生
の
諸
請
二
百
五
十
名
を
加
え
艇
う
と
し
て
い
る
Ｄ
い
ず
れ
も
同
じ
法
律
実
務
家
と
嘘

い
う
も
の
の
、
世
に
出
れ
ば
三
方
面
に
分
れ
て
、
と
か
く
連
絡
を
欠
き
や
す
い
。
さ
れ
ば
、
各
期
毎
に
、
同
期
会
が
結
成
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
、
懇
鋭
連
絡
を
計
る
た
め
、
活
動
を
読
け
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
漣
横
だ
け
の
つ
な
が
り
で
、
堅
の
連
繋
が
な
い
。
こ
の

度
、
各
同
期
会
の
委
員
諸
氏
の
、
並
会
な
ら
唾
お
骨
折
に
よ
っ
て
、
堅
の
つ
な
が
り
津
結
ば
れ
て
、
こ
こ
に
「
全
期
今
這
が
生
れ
出
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
司
法
研
修
所
草
創
時
代
か
ら
の
一
職
員
と
し
て
、
諸
君
を
理
Ｚ
手
職
送
り
、
送
っ
て
ば
迎
え
来
つ
た
蕊
の
絶
大

な
害
ぴ
沼
あ
る
。
の
桑
な
ら
ず
、
こ
の
会
の
名
付
親
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
は
、
私
の
無
上
の
光
栄
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
創
立
準
備

委
員
の
方
か
ら
、
名
前
を
付
け
て
欲
し
い
と
の
御
依
頼
が
あ
っ
た
の
曜
十
月
頃
で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
会
の
名
と
い
う
も
の
は
、

子
供
の
名
前
な
付
け
る
の
と
は
又
ち
が
っ
た
む
ず
か
し
さ
の
あ
る
も
の
だ
と
感
じ
た
。
一
期
の
同
期
会
だ
け
で
は
、
一
期
会
と
い
蝋
わ
ず

五
月
に
採
用
に
な
っ
て
、
五
月
に
終
了
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
五
月
会
と
称
し
て
い
ら
れ
る
が
、
一
薊
墜
河
会
三
期
竺
一
薊

会
、
四
期
会
も
既
に
成
立
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
今
後
期
を
飯
淑
る
に
従
っ
て
、
○
期
会
と
い
う
会
が
、
殖
え
て
行
く
こ
と
と
思
う
。

こ
れ
ら
多
く
の
同
期
会
を
寮
と
あ
て
何
と
名
付
け
た
ら
よ
い
か
。
司
法
穆
習
生
同
期
会
巡
合
会
で
晦
体
を
顕
わ
し
過
ぎ
て
野
募
で
あ

る
。
研
修
所
ば
学
校
で
ば
な
い
か
ら
、
同
窓
会
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
ぬ
。
所
在
地
に
関
係
あ
る
名
称
と
も
考
え
た
が
、
研
修
所
は
般

初
か
ら
紀
尾
井
町
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
期
の
諸
君
の
多
数
健
高
輪
で
勉
職
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
又
い
つ
ま
で
も
こ
こ
に
い

る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
い
つ
か
は
、
閑
静
な
郊
外
数
十
万
坪
の
地
に
、
庁
舎
一
裳
運
動
場
等
を
綜
合
し
た
犬
研
修
所
に
発
展
せ
し

め
ね
ば
な
る
ま
い
。
あ
れ
こ
れ
と
頭
を
ひ
ね
っ
て
、
結
局
「
全
期
会
」
に
雑
付
い
た
。
こ
れ
を
思
い
つ
い
た
の
は
、
一
千
数
年
前
、

付
録
・
全
期
会
七
九

、

全
期
会

|ト 輔

の
誕
生
を
祝
う

’
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法
研
修
所
も
い
つ
し
か
数
え
年
で
七
歳
に
育
っ
た
。
既
に
六
百
余
名
（
第
一
な
い
し
三
期
）
が
司
法
研
修
所
を
染
立
っ
て
第
一
線

法
曹
と
し
て
治
駁
し
て
お
り
、
約
五
百
名
（
鰯
蝋
五
期
）
が
現
在
修
習
中
で
あ
る
。
来
年
三
月
に
は
四
期
の
約
二
百
五
十
瀦
瀧
修
習

を
終
り
、
新
た
漣
六
掴
生
が
入
れ
替
っ
て
入
所
し
て
く
る
。
司
法
修
習
生
終
了
譜
は
質
的
に
も
量
的
に
も
益
盈
発
展
の
途
を
た
ど
っ
て

い
る
。
同
じ
か
ま
ど
に
育
ち
、
同
じ
業
に
身
を
寄
せ
る
も
の
が
、
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
全
体
の
統
一
と
親
睦
を
欲
す
為
に
至
為
こ
と
ば

人
間
自
然
の
欲
求
で
あ
る
。
か
つ
て
三
期
の
或
為
会
合
で
、
各
期
の
連
合
会
を
作
り
、
各
鰯
生
間
の
統
一
と
親
睦
を
図
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
細
上
に
の
ぼ
り
、
こ
の
企
て
楡
急
転
直
下
具
体
化
の
運
び
と
燕
り
、
今
年
七
月
に
は
、
本
会
の
第
一
回
設
立
準
備
委
員
会
（
各
期

か
ら
一
君
宛
）
を
開
き
、
司
法
研
鯵
所
教
官
及
び
事
務
局
の
方
女
を
も
ま
じ
え
て
懇
談
が
な
さ
れ
、
本
会
の
段
立
や
菰
り
方
等
腱
つ
き

大
体
の
話
合
が
つ
い
た
。
以
来
今
個
迄
数
度
の
委
員
会
を
開
き
、
本
会
の
目
的
、
聯
業
、
会
計
そ
の
他
の
蛎
項
に
つ
き
討
識
を
加
え

て
、
こ
れ
に
基
い
て
各
期
か
ら
本
部
婁
貝
が
選
出
さ
れ
、
こ
こ
緯
よ
う
や
く
本
会
の
設
立
を
見
る
に
至
っ
た
こ
と
は
嵩
ぴ
に
糟
え
な

い
、
本
会
蝿
二
年
間
の
修
習
を
終
了
し
た
通
儲
会
員
と
準
会
員
た
る
修
習
生
及
び
司
法
研
修
所
長
、
教
官
又
は
事
筋
局
長
並
び
に
こ
れ

ら
の
職
に
あ
っ
た
名
誉
会
員
と
で
組
織
す
る
が
、
そ
の
目
的
簿
会
員
相
互
の
親
睦
に
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
仕
事
も
名
簿
及
び
簡
単
な

会
報
の
作
成
、
配
布
と
い
う
程
度
に
と
ど
め
た
。
更
に
研
究
並
び
に
生
活
の
面
に
お
け
る
向
上
を
も
そ
の
目
的
に
加
え
よ
う
と
い
う
議

論
も
あ
っ
た
が
、
結
局
竜
頭
蛇
尾
の
結
果
を
招
く
こ
と
を
お
そ
れ
、
さ
し
当
り
は
会
員
蛎
互
の
親
睦
及
び
之
に
相
応
す
る
最
低
限
度
の

蔀
業
を
行
う
に
と
ど
め
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
本
会
の
性
絡
健
、
純
然
た
る
親
睦
団
体
で
あ
っ
て
、
餐
期
会
の
上
位
磯
関
で
な
い
こ
と
朧
勿
論
、
そ
の
連
合
会
で
も
な

付
鋒
・
全
期
会
八
一

■
凸
９

付
録
・
全
期
会
八
○

「
全
人
』
と
い
う
あ
重
り
売
れ
な
い
赦
育
雑
誌
が
あ
っ
て
、
ペ
ー
ト
ー
ヴ
ニ
ン
の
百
年
祭
の
特
韓
号
か
に
、
田
中
耕
太
郎
先
生
が
べ
１

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
に
つ
い
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
全
人
』
か
ら
墓
一
期
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
つ
い
た
。

「
全
人
」
の
語
原
は
こ
れ
を
詳
に
せ
ぬ
が
、
字
か
ら
判
断
し
て
、
完
全
な
人
格
、
立
派
な
人
と
い
う
程
の
意
味
に
違
い
あ
る
震
い
と
考

え
た
。
過
日
、
田
中
長
官
が
研
修
所
に
お
見
え
に
な
っ
た
際
、
「
全
人
」
の
砺
原
を
恭
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
自
分
も
語
原
は
知
ら
な
い

が
、
教
育
方
面
で
よ
く
使
う
言
葉
で
、
調
和
の
と
れ
た
人
梢
と
い
う
意
味
だ
と
申
さ
れ
た
。
「
全
期
」
な
ら
ば
、
字
も
簡
単
明
瞭
だ
し
、

耳
ざ
わ
り
も
悪
く
な
い
。
全
は
萱
韓
に
通
じ
、
又
禅
に
も
通
じ
る
。
禅
雛
と
い
う
語
も
あ
る
。
各
同
期
生
諸
君
は
も
ち
ろ
ん
、
《
娠
君

の
後
を
嗣
ぐ
無
数
の
同
期
生
請
君
を
も
、
無
限
に
包
含
し
つ
つ
、
、
永
遠
腱
生
を
発
展
す
る
と
い
う
意
味
を
、
勝
手
に
脳
中
に
描
き
つ

つ
、
「
今
而
翌
匿
と
命
名
す
る
こ
と
に
し
た
。

祝
辞
が
命
名
由
来
記
に
脱
線
し
た
添
「
全
朔
」
な
る
一
軍
の
中
に
、
私
の
諭
君
並
び
挺
諸
君
の
後
溌
た
る
べ
き
人
達
に
対
す
る
限
り

な
く
大
き
な
希
望
、
期
待
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
御
紹
介
申
上
げ
て
、
会
の
羅
生
を
拙
い
、
そ
の
発
展
を
祈
ら
せ
て
頂
こ
う
。

昭
和
二
十
六
年
幕
降
誕
祭
前
夜

全
期
会
の
発
足
に
際
し
て

。 毫
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第
一
条
本
会
ほ
、
全
期
会
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
は
、
本
部
を
司
法
研
修
所
内
に
置
く
。

第
三
条
本
会
肱
、
会
員
穏
互
の
親
睦
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

第
四
条
本
会
妹
、
通
常
会
員
、
準
会
員
及
び
名
誉
会
員
で

組
紬
す
る
。

司
法
修
習
生
終
了
者
を
通
常
会
員
と
し
、
司
法
修

習
生
を
準
会
員
と
す
る
。

司
法
研
修
所
長
、
教
官
又
は
護
紡
局
長
並
び
に
こ

れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
も
の
を
名
誉
会
員
と
す
る
。

第
五
条
本
部
に
本
部
委
員
若
干
名
を
隙
く
。

本
部
委
員
は
、
本
部
委
員
会
を
構
成
し
本
会
の
常

務
を
掌
理
す
る
。

本
部
委
員
は
、
各
期
か
ら
同
数
を
選
出
す
る
。

第
六
条
本
会
蝿
支
部
を
瞳
く
こ
と
が
で
き
る
．

第
七
条
本
会
は
、
縞
簿
、
会
報
の
発
行
そ
の
他
本
会
の
目

的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
事
業
を
行
う
。

付
録
・
全
期
会

付
録
・
全
期
会

八
こ

い
。
ま
た
、
会
裁
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
修
習
終
了
の
際
腱
低
額
の
会
饗
を
一
回
払
に
す
る
こ
と
に
し
、
現
在
す
で
に
修
習
を
終

了
し
て
い
る
会
員
の
分
は
、
各
期
会
の
会
計
か
ら
支
出
す
る
こ
と
に
し
た
か
ら
、
会
員
に
不
当
な
負
担
を
か
け
る
お
そ
れ
ば
な
い
。
か

よ
う
な
意
味
で
、
・
本
会
ｊ
設
立
に
関
与
さ
れ
な
か
っ
た
会
員
諸
島
朧
も
、
安
ん
じ
て
本
会
の
趣
旨
に
御
擬
同
い
た
だ
け
る
と
信
ず
る
。

な
齢
、
本
会
が
発
足
す
る
に
つ
い
て
は
、
司
法
研
修
所
長
は
じ
め
、
教
官
、
誹
務
局
の
各
位
か
ら
多
大
の
援
助
を
受
け
、
今
後
も
本

会
の
遮
営
に
つ
い
て
事
誘
局
の
労
を
わ
ず
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
厚
く
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

以
上
、
本
会
の
設
立
の
経
過
を
御
報
告
し
て
御
挨
拶
に
代
え
る
次
第
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
十
月
十
五
日

全
期
会
会
則
（
昭
和
二
六
年
一
○
月
五
日
制
定
）

西 麺

！

第
八
条
逓
常
会
員
は
、
会
費
と
し
て
修
習
終
了
の
際
一
定

金
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
部
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

臨
時
会
徴
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
為
。

第
九
条
本
部
婆
鳳
中
に
会
計
委
員
若
干
名
を
億
く
。

会
計
委
員
は
、
毎
年
一
回
会
計
報
告
を
行
う
も
の

と
す
る
。

第
十
条
本
部
委
員
会
は
、
司
法
研
修
所
事
務
局
職
員
に
本

会
の
事
務
を
委
砺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
本
会
則
の
改
正
は
、
本
部
委
員
の
過
半
数
の
焚
成

で
本
部
委
員
会
が
こ
れ
を
発
議
し
、
全
会
員
に
鍵

案
し
て
そ
の
過
半
数
の
震
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

１
１
〆卜、

全
期
会
本
部
委
員
『
同

八

１
１
１P



。
。
■
巳

●

■』

々

一

一

一
一
・
匹
や
凸
戸
一
●

一

．

一

。

一

一

ｂ
》
《
｝
》
掌
瞭
瞳
’
』
ト
ー
隊
・
胆
，
ふ

ざ
．
一
《
一
一
・

モ
ニ
ウ
凸
’

一

一

一

》

“

一

一

一

一

一
一
一
、
』
’
一

一

、

一
一
◆
一

面

一

今
巴一
一
》
一

一

↓

一

一
部

一
一
●
守一毎－一七一一予

“

一
一
・
１

t~一一▼守一一一一一ママ，今夕=←一・一写－－－孟一竜一一西＝一ミーーーーマ

ド冒 一・ ･‘ 戸÷．‐一・四一 や一』 ･･･一 ・ '一一一､･ …･･ ･』． ．－－ －－ ‐-ローーーーー全 ・
も ﾛ * ＝ L ▽｡

？
一

ケ
ニ
ー

口
一

ｒ
－
毛
早
△

ず
当
一
一

=■ ■凸 由

…一戸一子~-声産曹垂篝更篭垂宝:巽ﾐｰ :薑鐸手-:ざ鐘§きぎユー
~言一二一一z ･ .~へ2F､ ‐

‘－，恥＝, 凸一弾－

I
,一一

一■乃埼知●叩ＩＢ０ｐｒ心●叩匹狛砠弓ｒＬｐ，心咀ｒ妙、■口芭亘凹‐奎盃刃司ｆ０ＩＯもユ咽，ｈ国■ＯＬｐ‐○ユマ●‐ｐ申虻１１■■㎡，一ＦＪ■，寺●■■口伊‐・Ｕ０‐△〃令？，’．「１０“９四口０Ｊ■８一

全
期
会
の
発
足
経
過
に
つ
い
て
は
全
期
会
本
部
委
員
の
報
告
が
会
が
多
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
の
で
、
こ
れ
を
割
愛
し
て
、
直
ち
に
会
則
の
説
明
を
す
る
（
第
四
条
本
会
は
、
通
常
会
員
、
準
会
員
及
び
名
誉
会
員

が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
前
記
の
報
告
で
自
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
組
織
す
る
。
司
法
修
習
生
終
了
者
を
通
常
会

に
つ
い
て
は
説
明
を
省
く
こ
と
と
す
る
。

員
と
し
、
司
法
修
習
生
を
準
会
員
と
す
る
。
司
法

（
第
一
条
本
会
は
、
全
期
会
と
称
す
る
）
研
修
所
長
、
教
官
又
は
事
務
局
長
並
び
に
こ
れ

本
会
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
前
沢
所
長
に
お
願
い
し
た
。
所
長

ら
の
職
に
あ
っ
た
も
の
を
名
誉
会
員
と
す
る
）

の
本
誌
玉
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
司
法
修
習
生
と
な
っ
た
者
は
当
然
本
会
の
準
会
員
で
あ
り
、
修

（
第
二
条
本
会
は
、
本
部
を
司
法
研
修
所
内
に
置
く
）
習
生
を
終
了
し
た
者
は
何
れ
の
職
に
あ
る
を
問
わ
ず
、
当
然
本

本
会
は
司
法
研
修
所
の
い
わ
ば
同
窓
会
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
会
の
通
常
会
員
と
な
る
。
そ
し
て
名
替
会
員
に
つ
い
て
も
同
梯

の
本
部
は
司
法
研
修
所
に
侭
か
れ
る
。
司
法
研
修
所
の
所
在
地
の
こ
と
が
い
え
る
。
よ
っ
て
、
全
期
会
は
直
接
に
各
会
員
を
樵

を
明
記
し
な
い
の
は
、
将
来
司
法
研
修
所
の
所
在
地
の
変
更
が
成
員
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
期
会
と
各
期
の
同
期
会

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
と
は
何
ら
の
関
係
を
持
た
な
い
。
各
期
の
同
期
会
を
前
提
と
し

（
第
三
条
本
会
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
こ
と
を
目
て
そ
の
上
に
成
立
し
た
会
で
は
な
い
。
同
期
会
を
作
ら
な
い
期

的
と
す
る
）
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
期
の
人
点
が
全
期
会
の
準
会

本
会
の
目
的
で
あ
っ
て
、
前
沢
所
長
の
玉
稿
並
び
に
委
員
の
報
員
で
あ
り
、
ま
た
通
常
会
員
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
妨
げ
と
な
ら

告
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
特
に
地
方
な
ど
で
、
同
期
の
会
な
い
。
た
だ
事
実
、
上
同
期
会
が
あ
れ
ば
、
全
期
会
が
こ
れ
と
連

員
の
少
な
い
所
で
は
．
全
期
会
に
よ
っ
て
親
睦
を
図
ら
れ
る
機
絡
し
て
事
務
を
と
る
こ
と
は
あ
る
。
例
え
ば
、
本
会
の
本
部
委

卓
差
、
一
‐
一
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員
の
選
出
に
、
同
期
会
の
幹
事
或
い
は
委
員
の
中
か
ら
こ
れ
を
い
て
は
前
記
委
員
の
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。

争
一

当
て
る
（
但
し
、
こ
れ
も
同
期
会
の
幹
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
第
八
条
通
常
会
員
は
、
会
費
と
し
て
修
習
終
了
の
際
一

い
こ
と
は
全
期
会
と
し
て
は
少
し
も
な
Ｕ
と
か
、
名
簿
作
成
定
金
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
部
委

に
当
っ
て
、
同
期
会
の
名
簿
を
資
料
と
す
る
等
の
こ
と
が
な
さ
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
臨
時
会

れ
得
る
が
、
そ
れ
は
便
宜
上
同
期
会
を
利
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
澱
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

な
い
。
し
か
し
、
ま
た
、
各
同
期
会
は
全
期
会
に
対
し
協
力
を
全
期
会
の
会
計
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
全
期
会
は
毎
年
、

吝
ま
れ
な
い
こ
と
を
切
望
す
る
。
通
常
会
員
が
、
ほ
ぼ
一
定
数
入
会
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常

（
第
五
条
本
部
に
本
部
委
員
若
干
名
を
置
く
。
本
部
委
員
会
員
に
な
る
時
、
即
ち
修
習
生
終
了
の
際
、
一
定
金
額
を
全
期

は
、
本
部
委
員
会
を
構
成
し
本
会
の
常
務
を
掌
理
会
の
会
費
と
し
て
納
入
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
終
身
会
費

す
る
。
本
部
委
員
は
各
期
か
ら
同
数
を
選
出
す
の
意
味
で
あ
る
。
一
定
金
額
は
毎
年
同
じ
金
額
で
な
け
れ
ば
な

る
）
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
本
年
は
第
四
期
生
の
入
会
金
と
し
て
一

現
在
各
期
か
ら
二
名
ず
つ
本
部
委
員
を
出
し
て
い
る
。
よ
っ
て
人
三
百
円
ず
つ
納
入
し
た
。
そ
し
て
大
体
、
そ
の
年
の
名
簿
、

現
在
の
本
部
委
員
は
十
二
名
で
あ
る
。
会
報
及
び
そ
の
他
の
全
期
会
の
費
用
は
そ
の
年
の
入
会
金
に
よ

（
第
六
条
本
会
は
、
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
）
っ
て
賄
わ
れ
る
。
そ
の
余
剰
金
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
期
会
の

地
方
裁
判
所
の
本
庁
の
あ
る
地
に
支
部
を
置
く
こ
と
を
予
定
し
基
金
と
な
る
。
こ
う
す
る
と
全
期
会
の
会
費
は
毎
年
確
実
に
織

て
い
る
。

収
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
事
業
も
継
続
し
て
行
わ
れ
よ

（
第
七
条
本
会
は
、
名
簿
、
会
報
の
発
行
そ
の
他
本
会
の
う
。
（
な
お
、
本
年
度
は
、
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
か
ら

目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
事
業
を
行
う
）
も
本
部
委
員
会
で
決
定
し
た
金
額
を
入
会
金
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

本
会
の
事
業
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
名
簿
と
会
報
を
年
に
の
同
期
会
か
ら
納
め
て
い
る
）
臨
時
費
の
入
用
を
慮
っ
て
臨
時

各
一
回
発
行
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
っ
会
擬
の
徴
収
の
規
定
が
置
か
れ
た
。

付
録
・
全
期
会
八
五

付
録
・
全
期
会

全
期
会
会
則
説
明

Ｌ
ｆ
』
７
０
６
７
０
？
Ｉ

１
１
１

八
四

’
旧
９
０
も
り
‐
’
■
８
８
日
０
．
１
■
又
ｏ
Ｄ
ｌ
ｊ
■
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｊ
Ｉ
ｇ
■
日
ト
ー
０
且
〃
Ⅱ
０
■
５
４
◆
４

I

い－

一ー - ■→一一ユー ■－



付
録
・
全
期
会

（
第
九
条
本
部
委
員
中
に
会
計
委
員
若
干
名
を
濯
ぐ
。
会

計
委
員
は
、
毎
年
一
回
会
計
報
告
を
行
う
も
の
と

す
る
）

本
年
は
会
計
委
員
ば
こ
名
蔽
か
れ
て
い
る
。
．

（
第
十
条
本
部
委
員
会
は
、
司
法
研
修
所
事
務
局
職
員
に

本
会
の
辮
筋
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

本
会
の
事
務
運
営
は
、
会
則
に
韮
き
、
木
部
髪
員
会
で
決
定
し

た
方
針
で
進
め
る
が
、
そ
の
事
務
は
仲
を
腫
填
で
容
易
な
こ
と

で
な
い
こ
と
は
、
名
鍬
作
成
に
つ
い
て
蝋
て
も
、
こ
れ
が
全
期

の
も
の
で
あ
〉
？
」
と
よ
り
し
て
直
ち
に
分
ろ
ち
。
そ
の
た
め
事

務
関
係
に
つ
い
て
は
、
司
法
研
艫
所
の
獅
務
局
の
職
員
に
委
喫

し
て
い
る
。
こ
の
第
一
号
会
報
も
、
昭
和
二
十
七
年
度
名
簿
に

つ
い
て
も
、
皆
司
法
研
修
所
事
筋
局
職
員
の
方
な
の
並
を
な
ら

ぬ
御
尽
力
な
く
し
て
ば
達
成
さ
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
第
十
一
条
本
会
則
の
改
正
は
、
本
部
委
員
の
過
半
数
の

賛
戒
で
本
部
委
員
会
が
こ
れ
を
発
議
し
、
全
会
員

に
提
案
し
て
そ
の
過
半
数
の
承
認
を
経
な
げ
れ
ぽ

な
ら
な
い
）

本
会
の
会
員
が
年
と
と
も
に
ぼ
う
大
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
の

で
本
会
則
の
改
正
手
続
は
な
る
べ
く
線
か
な
屯
の
に
し
て
あ
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七
三

昭
和
四
七
年
二
月
発
行

司
法
研
修
所

東
京
都
文
京
区
湯
島
四
丁
目
六
’
六

電
話
（
脳
）
一
二
○
一
（
代
表
）

郵
便
番
号
一
一
三

松
戸
分
室

千
葉
県
掻
戸
市
新
作
三
六
八
番
地

電
話
（
事
務
用
）
○
四
七
三
（
側
）
四
八
五
四

る
。
全
会
員
の
過
半
数
の
承
認
は
黙
示
の
承
認
を
も
含
む
も
の

と
解
す
る
か
ら
、
反
対
の
憲
思
表
示
な
き
も
の
は
承
認
と
み
な

さ
れ
よ
う
。

以
上
至
極
簡
単
に
会
則
の
耐
明
と
、
現
在
の
適
朋
状
態
を
記

し
て
、
会
員
の
方
会
の
御
参
考
に
供
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
昭
和
二
七
年
五
月
西
岡
記
）

郵
便
番
号
二
七
一

（
礎
嶬
睡
｛
○
四
也
一
（
脇
）
錨
記
錘

〆【 、

八
六


